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この度、2023 年 12 月 7 日（木）に官報告示されました、弊社販売の下記品目について、 

薬価基準収載後、新販売名にて販売を開始いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。 

今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

2023 年 12 月 

 

記 

 

１  対象製品 

 

旧販売名 新販売名 

塩化ベンザルコニウム液10w/v%｢日医工｣※2 ベンザルコニウム塩化物消毒液10ｗ/v%｢日医工｣ 

（製造販売元：日医工株式会社） 

 
旧販売名 新販売名 

50%塩化ベンザルコニウム液｢ヤクハン｣※1 ベンザルコニウム塩化物消毒液50%｢ヤクハン｣ 

グルコン酸クロルヘキシジン液20％ 
｢ヤクハン｣※1 ※3 

クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液20% 
｢ヤクハン｣ 

（製造販売元：ヤクハン製薬株式会社、販売元：日医工株式会社） 

 
２  旧販売名製品の経過措置＊ 

※1：経過措置満了日：2024 年 9 月 30 日＊ 
 

※2：経過措置満了日：2024 年 9 月 30 日（目安） 

上記製品につきましては、官報非告示品目（統一名収載品目）であり、一定期間の後、 

当該医薬品コードの使用は出来なくなります。 

※3：『グルコン酸クロルヘキシジン液 20％｢ヤクハン｣』については 2024 年 3 月 5 日付官報告

示にて、2024 年４月１日より薬価基準収載方式が統一名から銘柄名に変更されます。

（2024/3/13 更新） 

 

＊2024 年 3 月 5 日付官報告示にて、経過措置満了日が延長されました。（2024/3/13 更新） 

 

3  各種コードと包装変更 

・個装箱に販売名変更品を表示いたします。 

・各種コードと包装仕様変更内容につきましては、製品毎のご案内をご覧ください。 

 

以上 


